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報

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
三
八
年
一

O
月
J
昭
和
三
九
年
二
月
〉

雑

一
O
月
二
日
(
水
)

一
一、O 
ア
メ
リ
カ
の
平
和
運
動
と
ニ
グ
ロ
市
民
権
運
動

松

沢

~1. 

一一一、
一
二
月
二

O
日
(
金
)

O 

著
作
権
の
本
質
と
そ
の
効
果

半

回

正

二
二
、
二
月
二
八
日
(
金
)

O 

学
大
問
題
に
つ
い
て

十

亀

昭

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
八
年
一

O
月
J
昭
和
三
九
年
二
月
)

一
O
、
一

O
月
四
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O 

他
人
の
権
利
の
処
分
と
追
認
(
昭
和
三
七
年
八
月
一

O
日
判
決

集
二
ハ
巻
八
号
一
七

O
O頁
〉

小
切
手
に
よ
る
弁
済
提
供
と
民
法
第
四
九
三
条
(
昭
和
三
七
年
九
月

曾

根

理

O O 
二
一
日
判
決

民
法
第
九
四
条
第
二
項
の
類
推
適
用
を
認
め
た
一
事
例
(
昭
和
三
七

民
集
一
六
巻
九
号
ニ

O
四
一
頁
)

林

克

年
九
月
一
四
日
判
決

民
集
一
六
巻
九
号
一
九
三
五
頁
)

JII 

井

一、
一
一
月
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O 

民
法
第
九
六
九
条
第
四
号
但
書
に
い
う
「
遺
言
者
が
署
名
す
る
こ
と

陽

が
で
き
な
い
場
合
」
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
事
例
(
昭
和
三
七
年
六
月
八

日
判
決

民
集
一
六
巻
七
号
一
二
九
三
頁
)

石

JII 

恒

夫

O 

詐
害
行
為
取
消
の
訴
と
債
権
の
消
滅
時
効
の
中
断
(
昭
和
三
七
年
一

O
月
一
二
日
判
決

民
集
二
ハ
巻
一

O
号
一
二
三

O
頁
)

雄

坂

下

O 

電
気
工
作
物
に
暇
疫
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
(
昭
和
三
七
年
一
一
月

八
日
判
決

一
、

民
集
一
六
巻
二
号
二
二
二
ハ
頁
)

一
一
月
一
五
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

佐

保

雅

O 

抵
当
権
の
順
位
の
譲
渡
の
効
力
(
昭
和
三
八
年
一
月
一
八
日
判
決

民
集
一
七
巻
一
号
一
一
一
頁
)

岸

回

昌

民

O 

偽
造
の
登
記
申
請
委
任
状
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
登
記
が
有
効
と
さ
れ

之

た
事
例
(
昭
和
三
七
年
五
月
二
四
日
判
決

民
集
一
六
巻
七
号
二
一
五

一一良)

rT 
邑

永

彦

O 

抵
当
権
設
定
の
仮
登
記
後
第
三
者
が
所
有
権
取
得
登
記
を
し
た
場
合

に
お
け
る
仮
登
記
権
利
者
の
な
す
本
登
記
請
求
の
相
手
方
ハ
昭
和
一
二
七

年
五
月
二
五
日
判
決

民
集
一
六
巻
五
号
一
一
八
四
頁
〉

健
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夫誠子洋広



、
}

i

j

、

半

O 

期
限
後
裏
書
と
悪
意
の
抗
弁
(
昭
和
三
七
年
九
月
七
日
判
決

一
六
巻
九
号
一
八
七

O
頁
)

渡

一
一
二
、
一
一
月
二
九
日
ハ
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

田

正
民
集

辺

正

O 

家
屋
賃
借
入
の
事
実
上
の
養
子
と
し
て
待
遇
さ
れ
て
い
た
者
が
賃
借

年
一
二
月
二
五
日
判
決

人
の
死
後
に
お
い
て
家
屋
に
居
住
で
き
る
と
さ
れ
た
事
例
(
昭
和
三
七

民
集
一
六
巻
一
二
号
二
四
五
五
貰
〉

中

民
法
第
八
二
六
条
の
利
益
相
反
行
為
と
行
為
の
動
機
ハ
昭
和
三
七
年

良

O 
一
O
月
二
日
判
決

民
集
一
六
巻
一

O
号
二

O
五
九
頁
)
林

克

O 

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
三
条
本
文
に
い
う
「
他
人
」
の
う
ち
に

一
四
日
判
決

民
集
二
ハ
巻
一
二
号
二
四

O
七
頁
)
神

は
当
該
事
故
自
動
車
の
運
転
者
は
含
ま
れ
る
か
(
昭
和
一
一
一
七
年
一
一
一
月

回

孝

一四、

一
一
一
月
六
自
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

民事法研究会記事

O 
決

宮

伐
木
所
有
権
を
対
抗
で
き
な
い
事
例
(
昭
和
三
七
年
六
月
一
一
一
一
日
判

永

O 

民
集
一
六
巻
七
号
一
三
七
四
頁
)

農
業
協
同
組
合
連
合
会
は
民
法
第
一
七
一
一
一
条
第
一
号
に
い
う
生
産
者

及
び
卸
売
商
人
に
あ
た
る
か
(
昭
和
三
七
年
七
月
六
日
判
決

民
集

夫

六
巻
七
号
一
四
六
九
頁
)

下

坂

O 

約
束
手
形
の
一
一
裳
書
人
た
る
破
産
者
が
被
裏
書
人
か
ら
手
形
を
受
け
戻

昭

す
に
つ
き
手
形
金
額
の
支
払
を
し
た
場
A
口
と
破
産
法
第
七
三
条
第
一
項

の
類
推
適
用
の
有
無
(
昭
和
三
七
年
一
一
月
二

O
日
判
決

民
集

f雪

根

理

O 
六
巻
一
一
号
二
二
九
三
頁
)

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
い
う
「
従
た
る
事
務
所
」
の
意
義
(
昭

和
三
七
年
一
二
月
二
五
日
判
決

民
集
一
六
巻
一
二
号
二
四
一
ニ

O
頁〉

延

藤

原

雄

一
五
、
一
二
月
一
一
一
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

詐
害
行
為
取
消
債
権
者
は
受
益
者
よ
り
引
渡
を
受
け
た
価
格
賠
償
金

O 

彦

を
他
の
債
権
者
に
分
配
す
る
義
務
を
負
う
か
(
昭
和
三
七
年
一

O
月
九

日
判
決

民
集
二
ハ
巻
一

O
号
二

O
七

O
頁
)

昌

岸

回

O 

債
務
の
履
行
不
能
後
目
的
物
の
価
格
が
値
上
り
し
た
場
合
に
請
求
し

夫

う
る
損
害
賠
償
額
(
昭
和
三
七
年
一
一
月
一
六
日
判
決

民
集
一
六
巻

二
号
二
二
八

O
頁
)

辺

正

渡

一
六
、
昭
和
三
九
年
一
月
一
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

広

O 

内
縁
関
係
を
破
綻
さ
せ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
の
成
否
(
昭
和
一
一
一
八

民
集
一
七
巻
一
号
一
六

O
頁
)
世
間

年
二
月
一
日
判
決

永

O 

電
信
為
替
取
引
契
約
の
解
釈
(
昭
和
三
八
年
二
月
一
一
六
日
判
決

誠之洋昭
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報

集
一
七
巻
一
号
二
四
八
頁
)

田

石

O 

約
束
手
形
の
振
出
は
商
法
二
六
五
条
に
い
う
取
引
に
あ
た
る
か
(
昭

雑

和
三
八
年
コ
一
月
一
四
日
判
決

民
集
一
七
巻
二
号
一
二
三
五
頁
)

藤

原

雄

O 

建
物
賃
貸
人
の
有
す
る
借
地
法
第
一

O
条
の
規
定
に
よ
る
建
物
買
取

請
求
権
と
建
物
賃
借
入
に
よ
る
代
位
行
使
の
許
否
(
昭
和
三
八
年
四
月

二
三
日
判
決

民
集
一
七
巻
三
号
五
三
六
頁
)

一
七
、
一
月
一
一
一
一
日
(
金
〉
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
親
権
者
の
債
務
の
担
保
の
た
め
未
成
年
者
の
不
動
産
に
抵
当
権
を
設

定
す
る
に
つ
い
て
の
特
別
代
理
人
選
任
の
審
判
と
被
担
保
債
権
額
の
表

示
の
要
否
等
(
昭
和
三
七
年
二
月
六
日
判
決

坂

下

民
集
二
ハ
巻
二
号

三
頁
)

渡

辺

正

O 

建
物
賃
貸
借
契
約
の
合
意
解
除
を
転
借
入
に
対
抗
で
き
る
と
さ
れ
た

事
例
(
昭
和
三
八
年
四
月
二
一
日
判
決

民
集
一
七
巻
三
号
四
六

O
頁
)

神

回

孝

大
斡
民
国
人
に
つ
い
て
昭
和
一
一
一
一
年
当
時
生
じ
た
遺
産
相
続
の
相
続

人
(
昭
和
三
七
年
八
月
一

o
a判
決

O 

民
集
一
一
六
巻
八
号
一
七
一
二
頁
)

五
十
嵐

O 

従
業
員
が
会
社
の
承
認
を
得
な
い
で
公
職
に
就
任
し
た
と
き
は
懲
戒 満

解
雇
す
る
旨
の
就
業
規
則
条
項
の
効
力
(
昭
和
三
八
年
六
月
一
一
一
日
判

決

保

雅

民
集
一
七
巻
五
号
七
五
四
頁
)

佐

一
八
、
二
月
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O 

民
法
上
の
組
合
の
業
務
執
行
者
の
代
理
権
限
の
制
限
と
第
三
者
に
対

す
る
対
抗
力
(
昭
和
三
八
年
五
月
三
一
日
判
決

民
集
一
七
巻
四
号
六

0
0頁
)

井

JIl 

誠

手
形
振
出
の
原
因
関
係
上
の
債
権
の
消
滅
と
利
得
償
還
請
求
権
の
成

O 
否
(
昭
和
三
八
年
五
月
一
一
一
日
判
決

民
集
一
七
巻
四
号
五
六

O
頁
)

坂

下

O 

賃
料
の
前
払
と
借
家
法
第
一
条
第
一
項
の
適
用
(
昭
和
三
八
年
一
月

一
八
日
判
決

民
集
一
七
巻
一
号
二
一
一
員
)

岸

田

昌

昭

O 

労
災
保
険
金
の
受
給
権
者
が
損
害
賠
償
債
務
を
免
除
し
た
後
の
保
険

給
付
と
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
二

O
条
第
一
項
の
適
用
の
有
無

(
昭
和
三
八
年
六
月
四
日
判
決

民
集
一
七
巻
五
号
七
二
ハ
頁
)

夫

宮

永

一
九
、
二
月
二
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O 

確
定
判
決
に
基
づ
〈
強
制
執
行
と
権
利
の
種
用
(
昭
和
三
七
年
五
月

清

二
四
日
判
決

昌

民
集
一
六
巻
五
号
一
一
五
七
頁
)

岸

回

O 

文
書
の
郵
送
と
書
誕
の
提
出
(
昭
和
三
一
七
年
九
月
一
二
日
判
決

子
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集
二
ハ
巻
九
号
ニ

O
五
ニ
貰
)

。
証
書
の
一
部
の
排
斥
は
明
示
す
る
を
要
す
る
か
(
昭
和
三
七
年
三
月

二
三
日
判
決

小

林

克

民
集
一
六
巻
三
号
五
九
四
頁
)

O 

渡

辺

駐
〈

E〉

訴
の
敏
下
に
対
す
る
同
意
の
姫
絶
と
そ
の
撤
回
の
可
否
(
昭
和
三
七

正

年
四
月
六
日
判
決

根

理

民
集
一
六
巻
四
号
六
八
六
頁
)
曾

註

(

1

)

小
山
昇
、
民
商
法
雑
誌
四
七
巻
五
号
八
一
五
頁
。

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
八
年

-
O月
J
昭
和
三
九
年
二
月
)

九
、
一

O
月
四
日
ハ
金
)
判
例
研
究

。
瞥
察
官
の
現
行
犯
逮
捕
に
つ
い
て
手
段
に
違
法
が
あ
る
と
し
国
家
賠

償
法
に
よ
る
賠
償
を
命
じ
た
事
例
(
大
阪
地
裁
昭
和
三
七
年
一
一
月
九

日

判
例
時
報
三
二

O
号
七
官
民
〉

神

谷

O 

間
税
滞
納
処
分
と
し
て
な
さ
れ
た
債
権
差
押
処
分
に
対
し
第
三
債
務

公法研究会記事

者
は
被
差
押
債
権
の
不
存
在
を
理
由
と
し
て
差
押
処
分
の
取
消
、
無
効

確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
大
阪
高
裁
昭
和
三
七
年
六
月
一
八

判
例
時
報
一
二
一
二
号
一
五
頁
〉

村

陸

中

目5去
し保
な険
し医
た療

著書
の君

霊童
は要
行綱
政に
事基
件づ
訴き
訟都
特道

皇軍
一知
条事
kこ/J';

V E 

O 

彦

行
政
庁
の
処
分
に
あ
た
る
か
(
最
高
裁
昭
和
三
八
年
六
月
四
日

時
報
三
四
三
号
二
五
頁
)

神

谷

昭

一
一
月
八
日
(
金
)
判
例
研
究

一O
、
O 

行
政
庁
の
な
す
べ
き
処
分
の
内
容
が
一
義
的
に
明
白
で
あ
る
場
合
に

之

は
裁
判
所
は
給
付
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
東
京
地
裁
昭
和
三

七
年
一
一
月
二
九
日

O 

判
例
時
報
三
二
三
号
四
頁
〉
小

納
税
者
訴
訟
の
前
置
手
続
た
る
監
査
請
求
の
対
象
事
項
ハ
大
阪
高
裁

判
例
時
報
三
二
三
号
一
六
頁
ゾ

岨
抑

場

昭
和
三
七
年
九
月
二

O
日

茂

O 

告
訴
権
者
は
相
当
期
間
経
過
後
は
告
訴
事
件
に
つ
き
起
訴
不
起
訴
の

決
定
を
な
す
べ
き
こ
と
を
請
求
で
き
る
(
東
京
地
裁
昭
和
三
七
年
一
一
一

月
二
五
日

判
例
時
報
三
二
四
号
一
五
頁
)

今

村

成

昭

一
一、
一
一
月
一
五
日
〔
金
)
判
例
研
究

O 

文
部
省
等
共
催
道
徳
教
育
指
導
者
講
習
会
の
合
法
・
合
憲
性
(
大
阪

高
裁
昭
和
三
七
年
七
月
一
八
日

判
例
時
報
一
二
二
五
号
九
頁
)

自民

本

信

男

O 

審
査
決
定
の
理
由
付
記
が
不
備
で
決
定
が
違
法
と
さ
れ
た
例
(
最
高

裁
昭
和
三
七
年
二
一
月
一
六
日

判
例
時
報
三
三
五
号
一
四
頁
ν

神

谷

関昭洋保和夫
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、報

一一、
一
一
月
一
一
二
日
〈
金
U

判
例
研
究

O 

厚
生
省
通
達
「
墓
地
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
一
一
一
一
条
の
解
釈
に
つ
い

雑

て
」
は
行
政
訴
訟
の
対
象
に
な
ら
な
い
(
東
京
地
裁
昭
和
三
七
年
一
二

瀬

忠

O 

判
例
時
報
三
二
六
号
五
頁
)

公
職
選
挙
法
大
八
条
の
こ
が
適
用
で
き
な
い
と
さ
れ
た
例
(
最
高
裁

月
二
一
日

深

昭
和
三
七
年
一
二
月
二
五
日

判
例
時
報
三
二
六
号
ニ

O
頁
)

中

村

陸

二
二
、
一
二
月
六
日
(
金
)
判
例
研
究

O 

東
京
都
条
例
違
反
事
件
差
戻
審
判
決
(
東
京
地
裁
昭
和
三
八
年
二
月

一

一

日

判

例

時

報

三

二

八

号

六

頁

)

小

岩

洋

不
在
者
投
票
が
違
法
で
な
い
と
さ
れ
た
例
、
ほ
か
(
最
高
裁
昭
和
一
一
一

O 
八
年
一
月
一
一
一
一
日

判
例
時
報
三
二
八
号
二

O
頁
)
林

茂

一四、

一
二
月
三
二
日
(
金
)
判
例
研
究

O 

対
日
平
和
条
約
に
よ
る
在
外
財
産
の
喪
失
に
つ
い
て
は
閣
に
補
償
の

責
任
は
な
い
(
東
京
地
裁
昭
和
三
八
年
二
月
二
五
日

判
例
時
報
三
二

九
号
七
頁
)

4与、
J 

成

村

O 

市
か
ら
下
水
道
敷
の
占
有
許
可
を
え
た
者
が
そ
の
上
に
建
物
を
所
有

し
て
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
と
市
の
責
任
(
大
阪
地
裁
昭
和
一
一
一
七

年
二
一
月
二
五
日

判
例
時
報
一
一
一
一
一
一

O
号
一
一
一
一
一
一
頁
)
熊

本

信

一五、

一
二
月
二
七
日
(
金
)

O 

自
衛
隊
法
一
一
二
条
の
違
憲
性

深

ー」ノ、

一
月
一
七
日
(
金
〉

瀬

忠

七
年
一
二
月
一
九
日

判
例
時
報
一
二
三
一
号
一
九
頁
〉

義
務
教
育
用
教
科
書
代
の
保
護
者
負
担
は
合
憲
(
東
京
高
裁
昭
和
一
一
一

。

神

国
の
ア
ル
コ
ー
ル
工
場
の
廃
水
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
稲
作
の
損
害

谷

男

O 
と
井
戸
桝
費
用
の
賠
償
(
水
戸
地
裁
土
浦
支
部
昭
和
三
七
年
八
月
一
一
一
一

村

日

判
例
時
報
三
三
二
号
二
五
頁
)

中

七

一
月
一
一
一
一
日
(
金
)
判
例
研
究

労
働
組
合
の
統
制
権
と
組
合
員
の
公
職
選
挙
に
立
候
補
す
る
自
由
と

O 

陸

保

の
関
係
(
札
幌
高
裁
昭
和
三
八
年
三
月
二
六
日

判
例
時
報
三
三
コ
一
号

岩

五
頁
)

地
域
昭
和
三
八
年
四
月
一
一
日

判
例
時
報
三
三
三
号
二
二
貰
〉

旧
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
に
よ
る
売
渡
農
地
と
取
得
時
効
門
大
阪

O 

和

林

不
申
告
決
定
を
す
べ
き
場
合
に
更
正
処
分
を
し
た
場
合
の
右
更
正
処

判
例
時

O 
分
取
消
請
求
の
当
否
(
東
京
高
裁
昭
和
コ
一
八
年
三
月
一
一
一
一
日

夫

報
三
三
四
号
三
六
頁
)

今

茂

村

成
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一
八
、
二
月
一
四
日
(
金
〉
判
例
研
究

O 

い
わ
ゆ
る
納
税
者
訴
訟
の
判
決
で
土
地
売
買
契
約
の
無
効
確
認
請
求

お
よ
び
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
請
求
を
容
認
し
た
例
(
千
葉
地
裁
昭
和

三
八
年
三
月
二
九
日

判
例
時
報
三
三
二
号
一
二
頁
)深

瀬

忠

O 

線
香
護
摩
に
よ
る
加
持
祈
祷
の
行
と
信
教
の
自
由
の
限
界
(
最
高
裁

昭
和
三
八
年
五
月
一
五
日

判
例
時
報
三
三
五
号
一
一
頁
)

熊

本

信

一
九
、
二
月
二
十
四
日
(
金
)
判
例
研
究

買
収
農
地
を
転
用
転
売
し
て
も
買
収
処
分
は
無
効
に
な
ら
な
い
(
東

O 
京
地
裁
昭
和
三
八
年
五
月
一
一
一
一
一
日

判
例
時
報
三
一
一
一
六
号
二
四
頁
)

刑事法研究会・政治学研究会記事

神

谷

O 

死
者
を
所
有
者
と
表
示
し
た
農
地
買
収
計
画
の
適
否
(
大
阪
地
裁
昭

和
三
八
年
五
月
一
一
一
一
一
日

判
例
時
報
三
三
七
号
二
九
頁
)
深

瀬

忠

O 

市
町
村
境
界
変
更
に
関
す
る
住
民
投
票
が
無
効
と
さ
れ
た
事
例
(
名

古
屋
高
裁
昭
和
三
八
年
五
月
二
七
日

判
例
時
報
三
三
九
号
二
八
頁
〉

中

村

睦

夫昭男

北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会

(
昭
和
三
八
年
一

O
月
J
昭
和
三
九
年
二
月
ν

一、
一
O
月
四
日
(
金
)

O 

z・
cm可
DmDHmrア
A625nHR可
g
ι
H
Z
O
H間
E
E
gロ
oh
司
守

忠良
w

研
究
会

一、
一
O
月
一
一
日
(
金
)

O 

同
右

研
究
会

一
一
月
一
日
(
金
)

O 

世
論
と
外
交
政
策

育

)11 

四

一
一
月
一
四
日
(
木
〉

O 

政
治
的
世
界
の
成
立

富

問

~ 

廿

五、

一
一
一
月
一
一
一
一
日
(
土
)

O 

。
2
8問c
a
r可
研
究
会

一
二
月
二
五
日
(
水
)

O 

政
治
機
構
論

十

亀

昭

七
、
一
月
一
七
日
(
金
)

。
。
号
。
問
。
日
写
研
究
会

八
、
二
月
二

O
日
(
木
)

o
p
D片
岡
命
。

a
b
H
-
S
F
4
8
H
n
oロ
g
r
z
v
宮
口
白
骨
色
。

F
O
E
-

}MOU--

の

紹

介

中

村

陸

宏甫雄
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幸韓

北
海
道
大
学
法
学
部
刑
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
八
年
一

O
月
J
昭
和
三
九
年
二
月
)

線

こ
れ
ま
で
北
大
で
は
、
刑
事
法
を
専
攻
す
る
者
の
数
が
少
な
か
っ
た
の
で
、

刑
事
法
研
究
会
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
や

田
宮
助
教
授
が
留
学
か
ら
帰
り
、
小
募
助
教
授
を
迎
え
て
-
年
余
、
大
学
院

に
も
刑
事
法
の
専
攻
者
が
出
現
し
た
。
こ
こ
で
、
一
九
六
三
年
一

O
月
、
こ

こ
に
機
か
熟
し
た
と
判
断
し
て
、
か
ね
て
宿
棋
の
刑
事
法
研
究
会
を
発
足
さ

せ
る
こ
と
に
し
た
。
さ
し
当
っ
て
、
最
高
裁
を
中
心
と
し
た
最
新
の
判
例
批

評
を
主
な
研
究
テ
l
マ
と
す
る
。
現
在
の
会
員
は
、
田
宮
裕
、
小
暮
得
雄

(
以
上
北
大
助
教
授
v
、
福
田
秀
策
(
北
海
道
学
芸
大
助
教
授
)
、
内
田
文
昭

(
北
海
学
園
米
講
師
)
、
能
勢
拡
之
ハ
北
大
助
手
〉
、
宮
永
広
、
小
岩
洋
、

林
茂
保
(
以
上
北
大
丸
判
同
省

M
3
で
あ
る
。
な
お
、
い
ぜ
ん
際
容
が
手
薄

な
た
め
、
当
分
の
問
、
爾
回
ご
と
に
、
別
に
裁
判
官
を
中
心
と
す
る
実
務
家

と
結
成
じ
て
い
る
札
幌
刑
事
法
研
究
会
と
合
同
で
研
究
会
を
開
く
ζ

と
に
し

た。て
一
ハ
頁
二
六
日
(
土
〉

O

コ
方
通
行
」
の
道
路
の
出
口
一
等
に
設
置
す
べ
き
道
路
標
識
(
最
判

昭
和
三
七
年
四
月
ニ

O
自
刑
集
一
六
晶
貧
困
号
四
二
七
頁
〉

暮

得

O 

公
判
期
日
を
追
っ
て
指
定
す
る
旨
の
裁
判
長
の
処
分
が
迅
速
機
判
の

要
請
に
著
し
く
反
し
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
、
特
別
抗
告
に
つ
い
て
刑
訴

四
一
一
条
を
準
用
し
た
例
(
最
決
昭
和
三
七
年
二
月
一
四
日
、
刑
集
一

六
巻
二
号
八
五
頁
)

回

宮

一、
一
一
月
一
一
一
一
日
(
水
)

O 

刑
法
二
四
七
条
の
「
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ
」
の
意
義

(
最
判
昭
和
三
七
年
二
月
一
一
一
一
日
、
刑
集
一
六
巻
二
号
六
八
頁
〉

内

回

文

O 

地
方
税
法
に
規
定
さ
れ
た
遊
興
飲
食
税
の
特
別
徴
収
制
度
の
合
憲
性

(
最
判
昭
和
三
七
年
二
月
二
一
日
、
刑
集
一
六
巻
二
号
一

O
七
頁
〉

小

岩

O 

カ
モ
シ
カ
の
繰
皮
は
昭
和
一
二
三
年
法
律
第
五
一
号
に
よ
る
改
正
前
の

狩
猟
法
第
二

O
条
に
い
わ
ゆ
る
鳥
獣
に
含
ま
れ
る
か
(
最
判
昭
和
三
七

年
三
月
八
日
、
刑
集
一
六
巻
三
号
二
六
七
頁
)

林

茂

三
、
一
一
月
一
二

O
日
(
土
)

O 

県
教
職
員
組
合
役
員
の
組
合
員
に
対
す
る
所
為
が
正
当
行
為
と
い
え

な
い
事
例
(
最
判
昭
和
三
七
年
一
月
一
一
一
一
百
、
刑
集
一
六
巻
一
号
一
一

頁
)

宮

永

雄

偽
造
に
か
か
る
運
転
免
許
証
を
携
帯
し
て
自
動
車
を
運
転
し
た
に
す

O 

裕
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ぎ
な
い
場
合
に
偽
造
公
文
書
行
使
が
成
立
す
る
か
ハ
最
判
昭
和
三
六
年

五
月
一
一
一
一
一
日
、
刑
集
一
五
巻
五
号
八
一
二
頁
)井
田
友
士
ロ
・
:
高
升
五
十
雄

四
、
一
二
月
一
一
日
(
水
)

O 

刑
訴
法
に
定
め
た
簡
易
公
利
手
続
の
合
憲
性
(
最
判
昭
和
三
七
年
二

月
一
一
二
日
、
刑
集
一
六
巻
二
号
二

O
三
頁
)

勢

能

弘

殺
人
の
目
的
で
静
脈
内
に
空
気
を
注
射
す
る
行
為
と
不
能
犯
(
最
判

昭
和
三
七
年
三
一
月
一
一
一
一
一
日
、
刑
集
二
ハ
巻
三
号
三

O
E頁
)

O 

暮

得

五、

す
一
身
二
五
日
(
水
)

O 

刑
法
二

O
八
条
の
二
第
二
項
の
罪
が
成
立
す
る
に
は
、
積
極
的
に
自

あ
進
ん
で
他
人
に
害
を
加
え
る
目
的
の
あ
る
こ
と
を
要
す
る
か
(
最
判

昭
和
三
七
年
三
月
二
七
日
、
刑
集
一
六
巻
三
号
三
二
六
頁
)岩

O 

児
童
福
祉
法
第
六

O
条
第
一
項
の
罪
と
売
春
防
止
法
第
-
一
一
条
の
罪

と
が
想
像
的
競
合
と
な
る
事
例
(
最
判
昭
和
三
七
年
四
月
二
六
日
、
刑

集
二
ハ
巻
四
号
四
四
九
貰
)

林

茂

O 

選
挙
運
動
報
酬
等
と
し
て
供
与
さ
れ
た
金
銭
が
、
受
供
与
者
の
手
許

で
、
一
旦
他
の
預
金
と
共
に
預
金
さ
れ
た
後
、
供
与
者
に
返
還
さ
れ
た

場
合
の
価
額
の
追
徴
(
最
判
昭
和
三
七
年
五
月
一
日
、
刑
集
一
六
巻
五

号
四
七

O
頁
)

臼

宮

一
月
二
五
日
(
土
)

O 

横
領
と
背
任
の
関
係
に
つ
い
て
(
最
判
昭
和
一
二
三
年
一

O
月
一

O
日

之

刑
集
一
一
一
巻
一
四
号
三
二
四
六
頁
、
最
判
昭
和
三
四
年
二
月
一
一
一
一
日
刑

集
二
ニ
巻
二
号
一

O
一
一
貝
)

内

田

文

O 

雄

白
鳥
事
件
上
告
審
判
決
(
最
判
昭
和
三
八
年
一

O
月
一
七
日
、
判
例

時
報
三
四
九
号
二
頁
)

官巨

勢

弘

七
、
二
月
一
二
日
(
水
〉

O 

刑
務
所
長
の
事
前
の
命
令
な
き
戒
具
の
使
用
が
適
法
な
職
務
の
執
行

と
認
め
ら
れ
た
事
例
(
最
判
昭
和
三
七
年
七
月
一
一
一
日
、
刑
集
二
ハ
巻

七
号
一
二
八
七
頁
)

暮

得

O 

被
害
者
の
傷
害
と
死
亡
と
の
問
の
因
果
関
係
の
存
否
に
関
す
る
判
断

洋

に
理
由
不
満
が
あ
っ
て
刑
訴
第
四
一
一
条
第
一
号
に
あ
た
る
と
さ
れ
た

保

事
例
(
最
判
昭
和
三
七
年
八
月
一
一
一
目
、
刑
集
一
巻
八
号
一
一
一
一

O
三
買
)

林

茂

保

O

刑
罰
法
令
の
規
定
に
従
い
一
の
犯
罪
に
つ
き
法
定
の
主
刑
を
科
し
た

上
、
没
収
又
は
追
徴
を
科
す
る
こ
と
は
憲
法
三
九
条
後
段
の
規
定
に
違

反
す
る
か
(
最
判
昭
和
三
七
年
一
一
月
七
日
、
刑
集
一
六
巻
一
一
号
一

五
O
五

頁

)

小

岩

洋

裕昭之雄
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